
Title 近代日本における学校制服文化の形成に関する考察 :
学校制服論試論

Author(s) 難波, 知子

Citation デザイン理論. 2007, 50, p. 65-78

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/53191

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



学術論文 『デザイ ン理論』50/2007

近代 日本 における学校制服文化の形成 に関す る考察

学校制服論試論

難 波 知 子
お茶の水女子大学大学院(博 士後期課程)
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1.は じめに

近年の学校制服は 「標準服」と呼ばれ,学 校が着用を強制 しない方針を採用 したり,シ ャツ,

スカー ト,ズ ボンやネクタイなどにバ リエーションをもたせ,各 生徒に選択の幅を用意したり

する傾向が主流 となってきている。また一方で,制 服風私服が流行 となった 「なんちゃって制

服」なる現象 もみられ,制 服は所属する学校の表示に加えて 「自分を演出す るファッション」1

という意味合いを帯びてきた。この昨今の制服の多様性,積 極的な着用行動や肯定的な評価は,

1960年 代後半から1970年 代初頭にかけて起こった学園紛争の時代 とは対照的である。学園紛

争の頃には多 くの学校で専 ら詰襟学生服 ・セーラー服が着用され,学 校が規定するこれらの制

服の画一性 ・没個性 に対 して非難が向けられ,服 装 自由化の運動がみられた学校 もあった。

「学校」対 「生徒」 という図式で捉えることのできた学園紛争の時代から数十年を経た現在,

学校制服のデザインや着用スタイル,さ らには制服に対する評価や意味づけは大きく変化 した。

どこの学校を表すのでもない,「私」を表すファッションと解釈 される 「なんちゃって制服」

に至っては,も はや 「学校」対 「生徒」という図式では捉えられず,学 校制服の定義や存在意

義に揺さぶ りをかける事態となっている。 このように大きく様変わ りする学校制服 とは一体何

なのか,こ れが本研究に取 り組む問題意識である。

制服 という言葉は,広 辞苑によれば 「ある集団に属する人(生 徒 ・警察官など)が 着るよう
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に定められた服装」2と定義 される。すなわち,制 服とは 「ある集団」の何者かが定め,「属す

る人」は定められるという関係性によって成り立つ。 この定義か ら出発すると,学 校制服 とは

学校が規定 し,生 徒は規定されるという単純な図式 となり,学 校側による生徒の服装管理 とい

う制服のある側面のみが強調される恐れがある。 しかしたとえ制服が学校による生徒管理の手

段であるとしても,制 服着用 という実践の過程において,着 用者,保 護者や周囲の人々といっ

た様々な立場の人々を巻き込み,そ れらの人々の相互作用によって新たな解釈や価値が付与 さ

れ,一 つの文化として制服が形成 されてきた側面があるはずである。 したがって本研究は学校

制服を 「学校」と 「生徒」 という関係に閉 じることな く,学 校制服文化の形成を担った様々な

人々の関係 も含めて,学 校制服がいかなる意味や価値を付与 されてきたのかを考察する。とり

わけ本稿は文化としての学校制服をいかに論 じるか,そ の方法論の模索と有効性の検証に主眼

を置き,明 治期から昭和戦前期までの制服の実践の歴史3を 振 り返 り跡づけることを目的とす

る。

戦前までの学校制服を扱った先行研究には,服 装 と国家 ・教育政策との関わ りから制服の成

立過程を実証 した佐藤秀夫4,具 体的な事例から女学生の服装の変遷をまとめた蓮池義治5,男

女それぞれの制服の象徴性について論 じた太田容子6や 女子の洋装制服の導入 ・普及過程に焦

点をあてた桑田直子7,高 木明日香8ら の研究がある。制服の歴史的研究は,学 校や為政者側か

らの制度史及び制服の統制的機能について焦点化された ものが主流であったが,近 年では着用

者の制服の受容や捉え方を取 り上げるものが出てきている9。すなわち社会や教育にとっての

制服の役割 を問うものから,多 様な個々人にとっての制服の意味や制服に反映される人間性を

問うものまで,制 服に対する理解が深まりつつある。本研究は後者の側に位置 し,本 稿は制服

を成立 させ る 「学校」 と 「着用者」の関係に加えて,さ らに制服文化の形成に重要な役割をも

つと思われる 「生産者」の視点を加えて考察を行なう。制服の生産者及び生産過程については,

先行研究ではあまり注 目されてこなかったが,明 治期から昭和戦前期は和服か ら洋服へ,さ ら

には家庭裁縫から既製服へと衣生活が大きな変化を迎える時期にあたり,制 服の着用は洋服の

製作 ・入手 ・着用という新たな文化の受容の側面を捉える上で重要な視点である。

以下,本 稿では学校制服を論 じるための枠組みとして,学 校 ・着用者 ・生産者の三つの視点

を提示 し(学 校制服総論),次 に男子(帝 国大学),女 子(高 等女学校),小 学生の具体的な事

例を取 り上げ,そ れぞれについて学校 ・着用者 ・生産者及びそれ らの関係性がいかに制服を形

作ってきたのかを考察する(学 校制服各論)。
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2.学 校制服総論

z-1学 校制服史とその課題

まず,方 法論の提示の前に,本 節では学校制服史の大まかな流れと課題についてまとめる。

日本で最初 に制服が制定されたのは,明 治12(1879)年,学 習院における男子の海軍士官

型の洋装制服であるといわれる1°。学習院は明治10(1877)年 に華族の学校として設立され,

創立当初は男女小学と中学の学課編成の私立初等 ・中等教育機関であった。学習院の制服が日

本で最初とされるのは,佐 藤秀夫が指摘す るように 「すべて私費により調達された制服の全生

徒への一律強制事例」llという点においてである。佐藤によれば,学 習院以前に学校において

洋装制服を採用したのは海軍兵学校(明 治4年)で あり,そ の他に開拓使仮学校(札 幌農学校

の前身),技 術系専門教育機関の工部省工学寮(の ちの工部大学校)に おいて一律の洋服が官

費支給されていた12。これらの洋服は政府が学校生活全体を近代化(西 欧化)す る意図をもっ

て与えたいわゆるお仕着せであり,学 習院の制服 とは費用を負担する主体が異なる。学習院の

制服を最初の事例 と捉えるのは,制 服が自費支弁によって調達されるものとの認識が前提にあ

る。

明治19(1886)年 には帝国大学 において 自費支弁による制服が制定され,こ れ以降学校制

度の整備や進学率 ・就学率の向上に伴 って,全 国の中学校 ・女学校に制服の着用が広がり,昭

和前期頃には小学生にまで制服の着用層が拡大す る。師範学校を除き,学 校制服は自費支弁に

よって全国に普及 していく。 この自費支弁の仕組みは,着 用者と生産者の視点から制服文化の

形成を問う上で重要である。それは,自 ら費用を負担 して着用する行為には着用者及び保護者

の制服着用への積極的な協力が必要であり,そ こに制服着用に対する主体的な動機づけや価値

を見出す可能 性が含まれるからである。 もう一つ,自 費支弁とは制服を供給する側,す なわち

制服産業がどのように体制を整えなが ら,全 国のあらゆる階層の人々に制服を普及 させたかを

明らかにすることにつながる。

さらに,制 服が洋服の様式を取 り入れて普及 していくことにも注目したい。和服から洋服へ

の移行は,男 女で進行する領域や時期は異なるが,学 校制服は洋服の受容 ・実践という役割を

もっていたと考えられる。 したがって明治期から昭和戦前期までの学校制服文化の形成過程を

考察する際には,自 費支弁によってどのように制服を調達 したか,洋 服としての制服をどのよ

うに受容 し実践 したか,こ の二つの課題について資料に基づきながら検証してい く必要がある

と思われる。

2-2三 つの視点 一 学校 ・着用者 ・生産者

前節では学校制服の普及過程に自費支弁による制服の調達と洋服の受容 ・実践という二つの
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問題が含まれていることを指摘 した。次に学校制服を論

じる際の枠組みとして,学 校 ・着用者 ・生産者という三

つの視点(図1)を 提示する。 これらの視点は,男 女の

性別,教 育機関の種類,地 域,時 代に関わらず見出せる

ものであり,従 来,性 別や時代別に限定的に論 じられて

きた学校制服の比較,関 連性の考察を可能にすると思わ

れる。

学 校 ・

着用者
A

制 服

図1本 研究の分析視角

生産者

(1)学 校(教 育制度)

まず一つ目の視点は制服を規定する学校である。学校は教育を行なう機関であり,文 部省や

政府の示す教育 ・国家政策が制服に反映される側面がある。例えば,男 子は兵式体操の実施の

ために洋装制服が導入され,近 代的な身体や行動様式の創出が図られた。但 し,学 校といって

も公立 ・私立あるいは各学校長によって方針は様 々であり,学 校=文 部省 ・国家という図式は

必ず しも当てはまらないことに留意する必要がある。

② 着用者

二つ目は実際に制服を着用 した着用者の視点である。着用者 といっても,性 別,教 育機関,

地域,時 代によって千差万別である。 この多種多様な着用者が制服規定をどのように受容 し実

践 したのか,逆 に多様な人々の間で何を共有できたのか,ま た着用者の制服に対する解釈や意

味づけが どのようなものであり,学 校側の意図との間にどのようなズレがあったのかに着目す

る。それにより学校制服が多様な解釈や価値づけを伴いなが ら形成される側面を拾い上げるこ

とが可能になると思われる。

(3)生 産者

三つ目に本研究の特色である 「生産者」の視点を加える。生産者 とは,例 えば帝国大学の制

服の場合には学校指定の洋服店,一 部の高等女学校のセーラー服の場合には着用者本人 もしく

は上級生,あ る地方の小学校の学生服の場合には既製服メーカーというように,誰 が着用する

制服かによって変わって くる。生産者の中でも,と りわけ制服を既製服産業として発達させた

メーカーは,安 価な既製の制服を全国へ普及させる重要な役割を果たした。安価な学校制服の

生産は,制 服の着用規定のない小学校 にまで普及を促 し,制 服着用を慣習化 させたと思われる。

また,生 産者 は単に制服を生産 しただけではなく,積 極的に制服の制定や文化形成に関与 し

てきた。例えば,帝 国大学の制服調製を請 け負 った洋服店を含む 「東京洋服商工同業組合」は,

明治15(1882)年 頃に文部省に対 して官立学校での制服制定を請願 している。洋服店にとっ

て学校単位で受注される制服は,一 定規模の安定 した利益を生む商品である。つま り学校の制

服制定の背後には,洋 服店の営業活動 という教育界の動向とは別の推進力があった可能性を指

68



摘できる。

さらに,一 部 の女学校では着用者本人や上級生が制服を製作 した事例があり,制 服の着用者

が生産者である場合 も存在 した。この点については各論で詳 しく取 り上げるが,女 性の洋服着

用の先駆けとなる女学校の制服は,着 用者 自身が自ら製作することによって洋服文化の受容 ・

咀嚼が行なわれていった過程でもあった。

以上のように,生 産者の視点は制服が実際にどのように製作,入 手され,着 用されるに至 っ

たかを明らかにするとともに,学 校と着用者の関係に収まりきらない制服の実践の側面を示 し

て くれる。

2-3資 料

学校制服の実践を歴史的に振 り返 るにあたり,本 稿では学校沿革史を主な資料 として取 り上

げる。学校沿革史は先行研究でも取 り上げられてきた資料の一つであり,服 装規定,制 服制定

年度,卒 業生の回想,写 真,制 服の変遷 といった項 目がみられる。特に回想や写真は,着 用者

の制服に対する評価や価値づけ,実 際の着用状況を窺い知 ることができる。 しかし一方で,回

想は過去の記憶を執筆時において再構成したものであり,さ らに学校沿革史 自体が編纂者によっ

て編集されたものであるため,証 言の内容や取 り上げられなかった部分について検討 しなけれ

ばならない。

その他に,本 稿では制服メーカーが所蔵す る制服の実物資料を取 り上げる。学校制服は日用

消耗品である性格か ら,特 に戦前のものがほとんど保存されておらず,今 後現存する学校制服

の実物資料を調査 ・記録する必要がある。また,制 服の生産者に関わる資料 として,制 服関連

企業の社史,制 服関連組合の沿革史,統 計資料,生 産地の郷土資料等を参照する。

3.学 校制服各論

前章では,学 校制服を論 じる際の枠組み として,学 校 ・着用者 ・生産者の三つの視点を提示

した。本章ではこの方法論を具体的な事例に適用 し,明 治期から昭和戦前期までの学校制服の

実践をみていく。取 り上げる事例は,男 子の高等教育機関である帝国大学,女 子の中等教育機

関である高等女学校,初 等教育機関である小学校である。なお本稿では特に高等女学校の事例

について詳 しく取 り上げ,男 子 と小学生については資料の紹介と簡単な考察 とする。

3-1帝 国大学

帝国大学は明治19(1886)年 に官立の高等教育機関として創設され,制 服 も同年に制定 さ

れた。帝国大学の制服は自費支弁によって着用が実現 した事例である。 ここでは制服の調製に
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ついて大学が示 した 「制帽服注文方心得」を資料に,制 服の自費支弁がどのように制定された

かをみていく。

心得では最初に制服を調製する裁縫店を指定 し,続 いて服地や縫製等の品質を各学生に選択

させているが,釦 と徽章のみ購入 して指定店以外で仕立てることを禁止 してお り,裁 縫店の指

定を徹底 していることが窺える。また,支 払い先は各裁縫店ではなく文部省会計局 となってお

り,さ らに月賦払いも認めている'3。制服の品質の選択や月賦払いは,制 服の自費支弁に対す

る学生への配慮であると思われる。全体的には制服の注文や支払いを大学及び文部省が一括管

理 し,特 定の裁縫店が仕立てを行なう自費支弁の仕組みを採 っている。

先行研究では,帝 国大学の制

服は大学側が学生の風紀を取 り

締まるために制定 した13とか,

国家権力への帰属を表象 し,国

家的エ リー トとしての自覚を期

待 したisといった点が指摘され

る。 こうした帝国大学の制服の

見方と合わせて,服 装規定に示

された自費支弁の仕組みに注目

すると,制 服の生産者である裁

縫店が 「指定」という関係を形

成 しなが ら,制 服の着用を実現

させてきた実際的な状況が浮か

びあがって くると思われる。

図2帝 国大学の制服(明 治is年 制定)

「学生及撰科生服制ノ義伺」(明 治19年4月16日)よ リ抜粋

(『東京大学百年史a資 料一,845頁)

3-2高 等女学校

女子の中等教育機関 として高等女学校が制度化 されるのは,明 治32(1899)年 であり,女

子の教育制度の整備は男子 と比べると遅 く,学 校数や規模 も小さいものであった。 しかし代わ

りに私立の裁縫女学校や ミッション系の女学校などが併存 していた。

・制服の形態と製作の変遷

袴 女子の中等教育機関が全国的に整備され始めた明治30年 代,高 等女学校を中心 に袴が着

用され,着 物に袴姿は女学生の典型的な服装 となる。袴は,体 育実施によって服装に機能性が

求められたことが着用に至る大きな要因として取 り上げられてきたが,そ の他に女学生の袴へ
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の憧れや着用願望,保 護者の要望,天 皇の行幸など,他 の様々な要因も影響 していた。とりわ

け当時の女学生の袴に対す る憧れは強 く,学 校に許可な く無断で着用 して登校 したり,校 長に

袴の着用を直談判 したりした事例がある16。しか し,女 学生の袴 という新 しい服装は周囲から

反発を受け,地 方の学校では採用を見合わせたところもあった。愛媛県立今治高等女学校の沿

革史には,以 下のような旧職員の回想がある。

上級生は新蝶髷で,紅 入唐縮緬の帯をしめて,校 門にはいると,早 速雨天体操場へ行き,

持つて来た袴 と代へて,終 業時になると,又 帯に代へて,袴 を持つて帰るのである。生徒

に何故かと問うて見ると女学校は袴の定あであるが,途 中常盤町や 「ドンドビ」辺で通行

人等が指 ざしして,あ ら豆うりが,通 る,尼 さんの腰衣をはいて居る,と 笑はれるがいや

さに,不 便ながらもか く,持 ちあるくのである,と 答えた㌔

この回想からは,袴 を着用 し始めた頃,学 校の規定により袴を着用 しなければならないもの

の,周 囲からの好奇の視線と揶揄に悩まされながら,学 校までは着物に帯で通学 し,学 校に着

いてから袴に着替えた当時の女学生の葛藤が窺える。 しかし,回 想の続きには 「こんな事は半

ケ年 ほどで皆家庭から袴をはいて来ても途中で笑ふ ものは一人 もない様になつた」18とあり,

次第に周囲にも女学生の袴が日常的なものとなり受け入れられていった模様である。 こうした

袴は家庭裁縫 もしくは学校における裁縫教育の一環として製作された。着用者本人が製作す る

ことから,仕 立て段階における裁量の余地があり,各 自の好みや流行のスタイルを袴に取 り込

むことができた。当時の袴は着用位置や丈の長さ,腰 紐の結び方に工夫が行なわれたようであ

る19。

洋服 大正末になると袴から次第に洋服の制服へと移行する。当初は様々な形態の洋服が試み

られたが,次 第に全国の女学校においてセーラー服へ と改

定されていく。洋服は家庭には裁縫技術がないため,学 校

教育によってある程度の技術を習得させ,一 都 の学校では

着用者本人か もしくは上級生が新入生の制服を製作 した。

また指定店に仕立てを依頼 した学校 もみられた2°。岩手県

立遠野実科高等女学校では,大 正12(1923)年7月 にね

ずみ色に紺色の縞柄の長袖の制服が制定され,各 生徒が製

作 して着用 した(図3)。 沿革史 には 「まだ洋服の裁断や

縫製の技術の未熟であった当時のことなので,型 は極めて

幼稚,単 純なものであった」21と評されている。さらに,

この制服について卒業生は,以 下のように回想 している。

図3遠 野実科高等女学校の夏服

(『遠野高等学校70年史』140頁)
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とにかく,は ずか しくて,登 下校のときは誰にも逢わなければよいと思った。特 に中学

生にからかわれるか らである。(中 略)ま た,通 りすが りの老婆か ら,み っともないと叫

ばれたこともあった22。

今治高女における袴の回想 と同様に,洋 服が女学生によって着用され始めた頃にも,上 記 に

みられるような揶揄や反発が向けられた。写真をみると,洋 服のデザインやねずみと紺色の縞

柄の生地が独特であり,こ の制服は昭和4年 頃にセーラー服へ改められることからも,洋 服文

化の受容における試行錯誤の段階といえる。さらに,こ の制服は裁縫教師の指導を受けながら

女学生 自らが製作 したという点に,注 文服や既製服の男子の制服とは異なる特徴が見出せる。

・上級生による新入生の制服製作

洋服の試行錯誤の段階からセーラー服へ改定されるにつれて,制 服製作は着用者本人か ら専

門の指定店へと徐々に移行 していくが,一 部 の学校ではその間に上級生による新入生への製作

という過程が存在 した。この上級生による製作 は女子に特有のものであり,佐 藤秀夫は 「制服

着用に伴 う保護者の経費負担軽減化とともに,七 級生 と下級生 との間の恩愛関係の形成という

生徒管理上の効果 も期 した措置であった」23と指摘する。上級生による制服製作は,上 級生 に

とっては裁縫技術の習得 ・向上,新 入生及びその保護者には経費節減,学 校にとっては上級生

と下級生の繋が りの形成といった様々な目的や効果を含んでいた。以下では実際にどのように

上級生によって制服が製作され,下 級生によって着用されたのか,各 学校の事例を取 り上げな

がらみていくことにする。

干葉県立千葉高等女学校(明 治33年 創立)

以下の抜粋は,昭 和5年 の学校報に記載された制服を製作 した上級生の文章である。

お話の初つたのが十五 日であつた。それから人選をして,寸 法を計つて,型 紙を裁ち,

いよいよ縫ひ初めたのは既 に廿日にもなつてゐた。(中 略)朝 早 く来てやる人 もある。お

昼休みに頑張る人 もある。放課後は誰で も六時前には帰らなかつた。 日曜,祭 日はわけて

もの書入れ時であつた。(中 略)総 ては分業で行つた。裁つ人,縫 ふ人,ア イロンをかけ

る人,皆 それぞれむつかしい仕事であつた。(中 略)併 し三十 日の午後,一 人一人一年生

に着せて見た時の喜びは作つた者でなければ味わふことの出来ないものであつた29。(「松

籟時報』第三号,昭 和五年十月十五日)

千葉高等女学校では,短 期間のうちに分業で制服が製作されていたようである。上級生によ
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る制服製作は学校の恒例行事 となっており,学 校報に特集記事として生徒の感想文や教師の文

章が載せ られている。上記の記述には,出 来上が った制服を一年生に着せたときの上級生の喜

びや達成感が表れている。

福井県丹生郡朝日村立丹生実科高等女学校(大 正14年 創立)

次に制服を製作 して もらった新入生の文章を取 り上げる。

今か今かと待ってゐた夏服 も五月三十一 日に先生から戴きま した。(中 略)私 は虎の子

のやうに大事に抱へて,持 って帰 って家で着て見 ると,体 によく合ひスタイル も全 く立派

です。見てゐた父 もす っか り感心 して 「その服は誰が拵へて下さったのだ」 と云はれます。

「Nさ んですよ」 と答へると父は 「それは本当に綺麗に縫えてゐる」 と大層お褒めにな り

ました。(中 略)今 日は独 りいくのは間がわるいから,と 思 って同級の藤川さんを誘って

学校へ行 きました。新 しい洋服を着たお友達 は昨日と見違へる程可愛い姿になって,嬉 し

そうに皆ニコニコして居 られます25。(昭和九年度卒)

以上の文章 には制服を作 って もらって初めて着用する時の喜びや恥 じらいといった感情が表

現され,新 入生は入学 して夏服が出来上がるまでは,和 服に袴姿で通学 していたことが窺える。

この文章では制服製作がポジティブな印象で語 られているが,読 まれることを意識 して書かれ

た可能性もしくは記載する感想文の選別という価値判断が働いている場合も考えられる。その

点を考慮するために,次 に上級生による制服製作の限界が窺える事例をみる。

栃木県立大田原高等女学校(明 治44年 創立)

栃木県立大田原高等女学校の沿革史には以下のような記述がある。

ジャンパースカー ト風の新入生の制服は,4年 生が仕立てをすることになった。格安に

は仕上 っても身体にうま く合わなかったりで,多 少不満 も持たれたようで,「人の善意を

くみとれ」などの校長訓示があったりなどした26。

このように実際の製作には完成度のばらつきや限界があり,裁 縫技術上の問題からデザイン

が変更されることもあった27。したがって上級生による製作 といっても,ど んなデザインのも

のを誰が作るかによって状況が異なり,制 服製作 に対する評価や制服に対する意味づけも一定

ではなかったと思われる。
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福島県立会津高等女学校(明 治42年)

最後に福島県立高等女学校の卒業生の上級生による制服製作についての回想を取 り上げる。

当時の冬の制服は,四 年生が一年生の服を縫 う習わ しで した。一年生は四年生に縫 って

貰った制服を身に纏い,四 年間通学 し,自 分が四年になった時,又 一年生の服を縫ってや

るのです。上級生への感謝と畏敬。下級生への慈みの気持は,こ んなところに端を発 して,

会女高の校風となってきたのではないかと思いを巡らし,当 時の先生方のきあ細やかな御

指導に頭の下がる思いでございます28。(昭和六年度卒)

この回想には,制 服を作 ってもらった側が数年後に今度は制服を作る側となる制服製作の循

環について述べられている。上級生による制服製作は,そ の学校の生徒の証 しである制服を上

級生から与えられ,ま た下級生へ与えるという関係性を生み出し,連 帯感 アイデ ンティティ,

校風や伝統といったものを創 り出す役割を担ったと考えられる。

以上,高 等女学校における制服の形態 ・製作の変遷 と上級生による制服製作の具体的な事例

をみた。高等女学生は当時の一般女性に先んじて洋服を着用 した存在であった。洋服が浸透 し

ていない状況のなかで,洋 服の制服を仕立て着用す ることは試行錯誤の連続であったと思われ

る。上級生 による制服の製作は,そ のような困難な状況のなかで,制 服を普及 させる有効な手

段 として実践され,し か も単に制服調達手段 としてだけでな く,製 作者の裁縫技術の習得を兼

ね,さ らに制服を与える上級生 ・与えられる下級生の関係性を通 してアイデンティティや学校

の伝統の創造 という役割や意味が付与 されることとなった。このように制服製作に注目するこ

とで,学 校制服の実践の具体的な様子や制服がどのような関係性のもとで成立 し,ど のような

意味が付与 されたのか,複 数の視点を取 り込んで考察することが可能になると思われる。

3-3小 学校

公立小学校にはあらゆる生活水準の家庭の児童が就学することから,中 等教育機関のように

一定の服装が規定されることはなかっだ9
。戦前までの小学生の衣生活を調査 した松 田歌子 ら

は各地の小学校の卒業写真に注目し,大 正末か ら昭和前期にかけて写真に写る児童の服装が急

激に和服から洋服へ変化していく様子を報告 している3°。松田らが 「洋服」 と捉えるものは,

写真を確認すると男子の場合はほとんどが詰襟か折襟の釦の付いた学生服である。女子は様々

な種類の洋服を着た り,皆 が揃いのセーラー服を着たり,男 子に比べると多様な装いである。
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・学生服着用の広が り 岡山市立馬屋下小学校の卒業写真より(沿 革史調査)

岡山県は大正末から昭和前期にかけて,学 生服を大量生産した地域である。郷土資料 には全

国の8割 を占める生産を行なったことが記 されており31,実際に学生服が含まれる 「洋服及外

套類」の 『工場統計表』の生産額は昭和6年 か ら大阪を抜き全国一位 となっている3?。同様に

『岡山県統計年報』でも,大 正末か ら昭和前期 にかけて学生服が含まれる 「洋服」の生産額が

飛躍的に増加していることが窺える33。

こうした生産地の調査の一環と

して,小 学校の沿革史の卒業写真

の調査を行なった。図4・ 図5は

昭和2年 度 ・3年 度の岡山市立馬

屋下小学校の卒業写真である(今

回は男子 に注目する)34。昭和2

年度の卒業写真に写る男子は学生

帽に羽織 ・袴の姿が大半であり,

中央部に一人学生服を着用 した男

子児童が写 っている。 ところが翌

年の昭和3年 度の卒業写真に写る

男子の半数以上が学生服を着用 し

ている。 さらに数年後にはほぼ全

員が学生服を着用するようになる。

また岡山県内の他の小学校におい

ても,昭 和のはじあ頃に急激に卒

業写真に写る男子児童の服装が学

生服へと変化していく様子が見受

けられる。 このように小学校沿革

史の卒業写真からは,同 一形式の

制服の普及とその時期について窺

い知ることができる。

図4昭 和2年 度の卒業写真

(『創立百周年記念誌』71頁)

図5昭 和3年 度の卒業写真

(『創立百周年記念誌』71頁)

・既製服 としての制服(生 産地 ・実物調査)

岡山県で戦前において大量に学生服を生産 していたことは既に述べた。特に岡山県倉敷市の

児島地域では,小 学生向けの 「学童服」と呼ばれる学生服が大量に生産され,現 在 も制服関連
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企業の本社や工場が集まっている。児島で戦前に生産

された学童服は,当 地の特産である小倉織や 「霜降り」

と呼ばれる厚地の綿織物が使用され,縫 製技術はそれ

までの足袋の縫製から応用された3aO児 島の学童服は,

当時,洋 服生地の主流であった毛織物ではな く特産の

綿織物を用い,サ イズを規格化 して同一形式のものを

大量生産することによって,価 格を低 く抑えていた。

図6は カ ンコー学生服で知 られる尾崎商事に残る戦前

に生産 された 「霜降り」の学童服である。

この小学生向けの学童服は,就 学人口の多さか ら全

国に商品の需要が期待できる分野であったと考え られ

る。また,量 産化は価格低下を可能とし,制 服を自弁

できる層を一般庶民にまで押 し広げたと思われる。特

に小学校の場合は服装規定がないにも関わ らず,ほ と

んどの児童が着用 していくようになる。

妻

図6霜 降 りの学童服(戦 前)

尾崎商事倉敷工場 にて撮影(2005年11月21日)

なぜ服装規定がないにも関わらず学生服が普及 していったのかについては,既 製服産業の発

達も重要な視点ではあるが,学 校の対応や方針,保 護者の意向,生 活改善運動の影響などの要

因や,女 子の場合も合わせ,よ り具体的な普及過程を検証していくことを今後の課題とする。

4.お わ りに

本稿は各事例,各 制服に共通 して見出すことのできる視点,す なわち制服を着用する場と規

定をつ くった学校,制 服を自費支弁 して着用 した着用者,制 服の制度 と着用を実現させるモノ

としての制服をつ くる生産者に注 目することによって,制 服の定義にある 「定める人一学校」

と 「定め られる人=生 徒」の関係を超えて広がっていく学校制服の実践を捉えることを試みた。

特 に生産者の視点を加えることによって,制 服の自費支弁の仕組みや洋服文化の咀嚼といった

制服の実践的な側面を拾い上げることができたと思われる。また,こ の方法論は男女,教 育機

関の種類,地 域,時 代を問わず用いることができ,さ らに共通の視点をもつことによって,各

事例や各制服の比較,関 係性の考察を可能とする。例えば,男 女では制服の生産者や生産過程

が異なり,女 子の制服は着用者 自身 もしくは上級生が製作するという男子にはみられない特徴

を見出す ことができた。今後はさらにその違いが着用にどのように影響を与えたか,ま た制服

産業がどのように対応,分 化 していったかについても調査を進めていきたい。また,制 服規定

のない小学校における学校制服の普及についても,中 等教育機関との比較や影響関係を視野に
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入 れ な が ら,よ り多 くの事 例 を 検討 し,学 校 制 服 が い か な る意 味 づ けや価 値 を付 与 され て き た

か,制 服 の文 化 と して の諸 相 を 描 き 出す こ とを試 み た い。

※ 本 稿 は,意 匠学 会 第48回 大 会(2006年11月19日,杉 野服 飾大 学)で 行 な った 口頭 発 表 を も

と に加 筆 修 正 した もので あ る。
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